
宮城県中小企業融資制度

　　東日本大震災で被災された中小企業者の皆様に，設備資金設備資金設備資金設備資金としてもおとしてもおとしてもおとしてもお使使使使いいただけるいいただけるいいただけるいいただける制度融資制度融資制度融資制度融資を
　創設しました。

　

　宮城県内に事業所を有する次のいずれかの証明書又は認定書の交付を受けた中小企業者

　①市町村長が発行する罹災証明書等（東日本大震災による災害によって被害を受けた事実を証するもの

　として発行されたもの）の交付を受けた方

　②市町村長が発行する「東日本大震災復興緊急保証」の認定書の交付を受けた方
　　※東日本大震災後の最近３か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること,又は震災後の最近1か月間の

　 売上高等が前年同月に比して10%以上減少し,かつ,その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上

   減少することが見込まれること。

　

　○資金使途 運転資金・設備資金

　○融資限度額 ８，０００万円

　○融資利率 年１．５％（固定）

融資対象者

融資条件

　○償還期間 １５年以内（うち据置期間３年以内）

　○担保 必要に応じて徴求

　○保証人 原則として法人代表者以外不要

　○信用保証料率 ０．５％

　○取扱金融機関 宮城県内に本店・支店を有する地方銀行，都市銀行，第二地方銀行，
信用金庫，信用組合，商工組合中央金庫

　○取扱期間 平成２３年６月２７日から平成２４年３月３１日融資実行分まで

　

　①融資申込 　②保証申込

証明(認定)書発行 　④融資実行 　③保証承諾

　

宮城県経済商工観光部商工経営支援課（商工金融第一班）宮城県庁14階

　電　話：０２２－２１１－２７４４

　ＵＲＬ：http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/Index.htm

証明･認定申請

融資対象者

融資条件

手続の流れ

お問い合わせ



１１１１　　　　共通事項共通事項共通事項共通事項

Q１ 罹災証明書等罹災証明書等罹災証明書等罹災証明書等のののの申請申請申請申請はははは、、、、どこでどこでどこでどこで受付受付受付受付けていますかけていますかけていますかけていますか？？？？

A１

Q２

A２

Q３

A３

Q４

　罹災証明書等の申請は、主たる事業所のある市町村で受付けています。東日本
大震災による被害を受けた事実を証明するものとして発行された証明書で、市町
村によっては、証明書名が異なる場合があります。
　詳しくは、各市町村の窓口にお問合せください。

　　　　市役所市役所市役所市役所にににに罹災証明書等罹災証明書等罹災証明書等罹災証明書等のののの申請申請申請申請をしたのですがをしたのですがをしたのですがをしたのですが，，，，交付交付交付交付までまでまでまで１１１１かかかか月月月月かかるとかかるとかかるとかかると言言言言われましわれましわれましわれまし
たたたた。。。。交付交付交付交付をををを受受受受けたけたけたけた後後後後でなければでなければでなければでなければ、、、、金融機関金融機関金融機関金融機関にににに融資融資融資融資のののの相談相談相談相談やややや申込申込申込申込みはできないのですみはできないのですみはできないのですみはできないのです
かかかか？？？？

　罹災証明書等が交付される前でも、融資の相談や申込みはできます。
　通常、罹災証明書等は、各市町村の担当者が実際に現地へ行き被害状況を確認
したうえで、交付するものですので、相当の日数を要することになります。後
日、罹災証明書等が交付される見込みとして相談等を進めてください。

　　　　取扱期間取扱期間取扱期間取扱期間がががが、、、、融資実行分融資実行分融資実行分融資実行分までとなっていますがまでとなっていますがまでとなっていますがまでとなっていますが、、、、どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい前前前前までにまでにまでにまでに金融機関金融機関金融機関金融機関にににに申込申込申込申込
みをすればみをすればみをすればみをすれば良良良良いのですかいのですかいのですかいのですか？？？？

　　　　証明書証明書証明書証明書やややや認定書認定書認定書認定書のののの交付交付交付交付をををを受受受受ければければければければ、、、、必必必必ずずずず希望希望希望希望どおりにどおりにどおりにどおりに融資融資融資融資がががが受受受受けられますかけられますかけられますかけられますか？？？？

　罹災証明書等や各認定書は、融資対象者の要件であり、交付により確実に融資
が受けられることを約束するものではありません。融資の可否は、取扱金融機関
及び信用保証協会の審査を経て決定されます。各企業の財務状況や借入状況に
よっては、希望にそえない場合もあります。

災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金・みやぎ・みやぎ・みやぎ・みやぎ中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金にににに関関関関するするするする回答事例集回答事例集回答事例集回答事例集

A４

Q５ 個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主もももも対象対象対象対象になりますかになりますかになりますかになりますか？？？？

A５

Q６ 個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主のののの場合場合場合場合、、、、保証人保証人保証人保証人はははは必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？

A６

　金融機関とのこれまでのお取引状況により異なりますが、通常、融資の申込み
をし、審査を経て、融資が実際に実行されるまで約１か月程度を要します。
　よって、それぞれの資金取扱期日の１か月前までには金融機関にご相談をされ
ることをお勧めします。

　信用保証対象業種であれば、法人に限らず、個人やご家族等で事業を営んでい
る等、個人事業主の方も、県制度融資の対象になります。

　個人事業主の利用の場合、原則として保証人は必要ありません。ただし、法人
格をお持ちの中小企業者の利用の場合は、原則として代表者に保証人となってい
ただきます（第三者保証人は不要）。

みをすればみをすればみをすればみをすれば良良良良いのですかいのですかいのですかいのですか？？？？



Q７ 創業創業創業創業１１１１年未満年未満年未満年未満ですがですがですがですが、、、、融資融資融資融資のののの対象対象対象対象になりますかになりますかになりますかになりますか？？？？

A７

Q８

A８

２２２２　　　　災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金（（（（東日本大震災災害対策枠東日本大震災災害対策枠東日本大震災災害対策枠東日本大震災災害対策枠））））関係関係関係関係

Q９ 災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金をををを創設創設創設創設したしたしたした目的目的目的目的はははは？？？？

A９

Q１０ 災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金のののの利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者はははは？？？？

　原則として、１，０００万円以上の運転資金が必要な場合は、当初から、みや
ぎ中小企業復興特別資金をご利用ください。１，０００万円未満の運転資金が必
要な場合は、災害復旧対策資金、みやぎ中小企業復興特別資金のどちらでもご利
用いただけます。

　　　　直接被害直接被害直接被害直接被害によりによりによりにより被災被災被災被災しししし、、、、そのそのそのその復旧復旧復旧復旧のためのためのためのため２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円のののの運転資金運転資金運転資金運転資金がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。このこのこのこの場場場場
合合合合、、、、１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円はははは災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金災害復旧対策資金からからからから、、、、残残残残りのりのりのりの１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円をみやぎをみやぎをみやぎをみやぎ中小企業復興中小企業復興中小企業復興中小企業復興
特別資金特別資金特別資金特別資金からとからとからとからと分分分分けてけてけてけて借借借借りることはできますかりることはできますかりることはできますかりることはできますか？？？？

　東日本大震災により、直接・間接の被害を受けた県内中小企業者に対して、当
面の運転資金（つなぎ資金）の円滑な調達を支援するために創設しました。

　罹災証明書等の交付を受けた方は、創業１年未満でも融資の対象になります。
また、災害復旧対策資金の場合、「知事、市町村長、商工会議所会頭及び商工会
会長の認定（県様式３号の３）」を受けた方も融資の対象となります。

　その他の認定（セーフティネット保証の５号認定・東日本大震災に対処するた
めの特別の財政援助及び助成に関する法律第１２８条第１項第１号の規定（東日
本大震災復興緊急保証）による認定）による場合は、創業１３か月（又は１５か
月）以上の方が対象となります。
　詳しくは、事業所のある各市町村の窓口にお問合せください。

A１０

①

②

【認定の内容】

③

【認定の内容】

※県様式第３号の３→ http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/shokinhan/syoukin1/shinsei/shinsei.htm

市町村長が発行する「罹災証明書等（東日本大震災による災害によって被害
を受けた事実を証するものとして発行されたもの）」の交付を受けた方

市町村長が発行する「セーフティネット保証」の認定（５号・地震による売
上高等の減少基準に限る）を受けた方

知事、市町村長、商工会議所会頭及び商工会会長の認定を受けた方（県様式
第３号の３）

　東日本大震災によって、最近１か月間の売上高等が前年同期と比較して２
０％以上減少していること、かつ，その後の２か月間を含む３か月間の売上高
等が前年同期と比較して２０％以上減少することが見込まれること。
　詳しくは、事業所のある市町村の担当窓口までお問い合せください。

　東日本大震災によって、最近１か月間の売上高等が前年同期と比較して１
０％以上減少していること。

※最近１か月間とは，原則として認定申請をされる月の前月になります。７月に認定申
請をされる場合の最近１か月間とは，６月１日から６月３０日までとなります。

　宮城県内に事業所を有し、次の①・②・③のいずれかの証明書又は認定書の交
付を受けた中小企業者です。



Q１１ 交付交付交付交付されたされたされたされた証明書証明書証明書証明書・・・・認定書認定書認定書認定書によりによりによりにより、、、、利率利率利率利率がががが変変変変わるのですかわるのですかわるのですかわるのですか？？？？

A１１

Q１２ 取扱期間取扱期間取扱期間取扱期間はははは、、、、いつまでですかいつまでですかいつまでですかいつまでですか？？？？

A１２

３３３３　　　　みやぎみやぎみやぎみやぎ中小企業復興特別資金関係中小企業復興特別資金関係中小企業復興特別資金関係中小企業復興特別資金関係

Q１３ みやぎみやぎみやぎみやぎ中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金をををを創設創設創設創設したしたしたした目的目的目的目的はははは？？？？

A１３ 　東日本大震災により、直接・間接の被害を受けた県内中小企業者に対して、今
回の災害に限定した「東日本大震災復興緊急保証」を活用して、復興活動におけ

年０．５０％

②市町村長が発行するセーフティネッ
ト保証（５号・地震による売上高等の減少基
準に限る）

年０．７０％

③知事、市町村長、商工会議所会頭、
商工会会長いずれかの認定書（県様式
第３号の３）

年０．４５％から年１．５９％

　取扱期間は、平成２３年９月９日融資実行分までになります。
　通常、融資の申込みをし、審査を経て、融資が実際に実行されるまで約１か月
程度を要しますので，取扱期間の１か月前までには金融機関にご相談をされるこ
とをお勧めします。

交付された証明書・認定書
交付された証明書・認定書に

対応する保証料率

①市町村長が発行する罹災証明書

　適用利率は、年１.０％以内となります。ただし、交付された証明書・認定書に
より適用される保証料率が異なりますので、ご注意が必要です。

Q１４ みやぎみやぎみやぎみやぎ中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金中小企業復興特別資金のののの利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者はははは？？？？

A１４

①

②

【認定の内容】

Q１５ 取扱期間取扱期間取扱期間取扱期間はははは、、、、いつまでですかいつまでですかいつまでですかいつまでですか？？？？

A１５

市町村長が発行する「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助
成に関する法律第１２８条第１項第１号の規定（東日本大震災復興緊急保
証）」による認定を受けた方

回の災害に限定した「東日本大震災復興緊急保証」を活用して、復興活動におけ
る円滑な資金調達を支援するために創設しました。

　宮城県内に事業所を有し、次の①・②のいずれかの証明書又は認定書の交付を
受けた中小企業者です。
　①と②の両方に該当する方は、①の証明書により当該資金をご利用ください。

市町村長が発行する「罹災証明書等（東日本大震災による災害によって被害
を受けた事実を証するものとして発行されたもの）」の交付を受けた方

　東日本大震災後の最近３か月間の売上高が前年同期に比して１０％以上減少
していること、又は震災後の最近１か月間の売上高等が前年同期に比して１
０％以上減少し、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期
に比して１０％減少することが見込まれること。
　詳しくは、事業所のある市町村の担当窓口までお問い合せください。

　取扱期間は、平成２４年３月３１日融資実行分までになります。
　通常、融資の申込みをし、審査を経て、融資が実際に実行されるまで約１か月
程度を要しますので、取扱期間の１か月前までには金融機関にご相談をされるこ
とをお勧めします。
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